
令和4年度老人保健健康増進等事業  

認知症高齢者グループホームの令和3年度介護報酬改定の施行後の状況に関する 

調査研究事業 

公益社団法人日本認知症グループホーム協会  

  

本調査研究事業では、認知症高齢者グループホームの令和3年度介護報酬改定の施行

後の対応状況について、特に優先度が高いと思われる項目について把握し、改定事項

に係る各事業所の取組みを促進することを目的として、アンケート調査（事業所調査

、市区町村調査）、ヒアリング調査を実施した。 

医療連携体制加算（Ⅱ）（Ⅲ）算定上の課題としては、看護職員の確保、24 時間連絡

できる体制の確保、医療的ケアの要件該当者の確保があげられたが、看護職員の配置

や医療機関等との連携により、医療ニーズへの対応力が高まることも確認された。看

取りも視野に入れて、積極的に医療提供体制の整備を図る事業所に対しては、その体

制整備への評価が必要である。  

 （緊急時）短期利用については、個室や個室相当の余剰スペースがなく、実施が進ん

でいない状況がうかがえたが、既に取り組んでいる事業所においては、「個室以外」に

よる受け入れや延長利用が普及しており、改定による一定の効果がうかがえた。地域

の緊急的なニーズへの対応にも役立っており、引き続き、好事例の周知を行い、各事業

所における取組みを推進していくことが必要である。  

サテライト型事業所については、人材の有効活用の面で効果があり、ケアや業務へ

の支障もないとの結果が得られたが、事業所・自治体共に、本体事業所の整備が優先さ

れており、普及が進んでいない状況であった。運営・経営面で様々な効果、展開が考え

られるため、設置の仕組みやメリットについて周知徹底を図っていく必要がある。  

計画作成担当者の配置基準の緩和については、28.3％の事業所で適用しており、人材

の有効活用、計画の質の担保等の面で効果があった。介護支援専門員の有効活用の観

点から、更なる配置基準の緩和による対応の検討が必要と考えられるが、業務負担の

増加を挙げる事業所も 45.7％存在しており、業務負担軽減の方策や計画の質の担保の

工夫などについて具体的に明らかにし、緩和のメリットを周知していく必要がある。 

運営推進会議を活用した外部評価については、経済的負担の軽減、外部評価のため

の準備時間が軽減され、評価の質についても効果的な評価ができたとしていたが、専

門性を補えない、時間が確保できない、ツールの活用方法が分からないといった課題

もあがっていた。今後は、好事例の周知やガイドの作成を通じて、運営推進会議を活用

した外部評価の活用の有用性など事業所の理解を促進していくことが必要である。  

3 ユニット 2 人夜勤については、人材の効率的活用の面で効果があるものの、安全

確保やサービスの質への影響、職員の負担増を懸念して、導入が進んでいない状況が

うかがえた。そうした課題に対しては ICT の導入や職員の組合せに配慮して対応して

いる。3 ユニット 2 人夜勤については、ICT の導入とセットで導入されることが望ま

しいが、初期費用やランニングコスト等の費用も必要であることから、事業所の経済

的負担にも配慮し、導入支援の方策や減算額についても改めて検討する必要がある。  


